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町長　　　　　　　　㊞

措置開始通知書

老人福祉法第10条の4第1項又は第2項による措置を下記のとおり開始します｡

記

1 　被措置者名
氏名　　　　　　　　　　　　　　　（男・女）
生年月日　　　　　　　年　　月　　日生（満　歳）
住所

2 　措置の種類
⑴　老人居宅介護等事業
⑵　老人デイサービス事業
⑶　老人短期入所事業

3 　負担金　　　　　　　　　　毎月　　　　　　円

4 　措置の開始の時期　　　　　　　　年　　月　　日

5 　不服申立て
この決定に不服があるときは、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に大町町長に対して異議申立てをすることができます。
